
生駒市規則第３号 

 生駒市行政組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市行政組織規則等の一部を改正する規則 

（生駒市行政組織規則の一部改正） 

第１条 生駒市行政組織規則（平成６年７月生駒市規則第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

目次中「第４１条の２」を「第４０条」に、「第４１条の３」を「第４１条

」に改める。 

第２条を次のように改める。 

 （内部組織） 

第２条 部の内部組織は、次のとおりとする。 

  経営企画部 

秘書課 秘書係 

企画政策課 企画係 

広報広聴課 広報広聴係 プロモーション係 

総務部 

総務課 総務係 法制係 情報統計係 

情報システム管理室 システム管理係 

人事課 採用係 人材育成係 給与係 

防災安全課 防災係 生活安全係 

消費生活センター 

市民課 市民係 

人権施策課 人権施策係 国際化推進係 

人権文化センター 

男女共同参画プラザ 

財務部 

財政課 財政係 収益確保係 

契約検査課 契約係 検査係 



課税課 庶務係 市民税係 土地係 家屋係 

収税課 庶務係 徴収係 

地域活力創生部 

地域コミュニティ推進課 地域コミュニティ推進係 自治振興係 

市民活動推進センター 

ＳＤＧｓ推進課 ＳＤＧｓ推進係 低炭素まちづくり推進係 

公民連携推進室 連携推進係 

環境保全課 事業係 施設係 保全係 

清掃リレーセンター 

農林課 農林係 

商工観光課 産業振興係 企業立地雇用係 

観光振興室 観光係 

福祉部 

福祉政策課 庶務年金係 福祉政策係 

障がい福祉課 障がい福祉係 支援係 

生活支援課 庶務係 生活支援係 

地域包括ケア推進課 予防推進係 包括ケア推進係 基幹型地域包括支

援センター係 

地域共生サミット推進室 推進係 

介護保険課 事業推進係 給付係 認定係 

子育て健康部 

健康課 管理係 母子保健係 予防接種係 成人保健係 

こども政策課 政策係 

子育て支援総合センター 子育て支援係 こどもサポート係 

地域医療課 地域医療連携係 病院事業推進係 

国保医療課 国保係 福祉医療係 

建設部 

管理課 管理係 維持保全係 

事業計画課 計画係 交通対策係 

土木課 整備係 用地係 地籍調査係 

みどり公園課 公園係 みどり活用係 

花のまちづくりセンター 

都市整備部 

都市づくり推進課 都市計画係 

拠点形成室 拠点形成係 

学研推進課 計画調整係 事業推進係 

住宅課 住宅政策係 住宅管理係 

施設マネジメント課 営繕係 保全係 

ファシリティマネジメント推進室 ファシリティマネジメント推進係 



建築課 建築指導係 建築審査係 開発指導係 

上下水道部 

下水道課 管理係 施設係 工務係 

竜田川浄化センター 

２ 部に属さない課の組織は、次のとおりとする。 

デジタルイノベーション推進課 推進係 

第３条中「第４１条の２」を「第４０条」に改め、第５号を第６号とし、第

４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 主管事務に関する情報システムの運用管理に関すること。 

第５条企画係の項中第８号を第１２号とし、第７号の次に次の４号を加え

る。 

(8) デジタル田園都市構想総合戦略に関すること。 

(9) 行政改革の推進に関すること。 

(10) 行政改革推進委員会に関すること。 

(11) 未利用地の活用に関すること。 

第５条企画係の項中第７号を削り、第６号を第７号とし、第５号を第６号と

し、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 新規事業の立案に係る支援に関すること。 

第７条を削る。 

第８条総務係の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第１６

号までを１号ずつ繰り上げ、同条を第７条とし、同条の次に次の２条を加え

る。 

第８条 総務課情報システム管理室が分掌する事務は、次のとおりとする。 

システム管理係 

(1) 総合的な情報システムの管理及び運用に関すること。 

(2) 情報システム（他課の所管に係るものに限る｡)の管理及び運用に係

る助言、指導及び支援に関すること。 



(3) 情報ネットワークの管理及び運用に関すること。 

(4) 情報機器の運用管理に関すること。 

(5) 社会保障・税番号制度の管理及び運用に関すること。 

第８条の２ 人事課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

採用係 

(1) 職員の採用に関すること。 

(2) 職員任用試験委員会に関すること。 

(3) 課の庶務に関すること。 

人材育成係 

(1) 人事管理制度の調査及び計画に関すること。 

(2) 職員の定数及び配置に関すること。 

(3) 職員の任免（採用を除く｡)、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関

すること。 

(4) 人事評価に関すること。 

(5) 職員団体に関すること。 

(6) 退職手当審査会に関すること。 

(7) 職員の研修及び教養に関すること。 

(8) 職員の福利厚生に関すること。 

(9) 職員互助会に関すること。 

(10) 職員の表彰に関すること。 

給与係 

(1) 職員の給与その他の給付の決定、裁定及び支給に関すること。 

(2) 給与制度の調査及び計画に関すること。 

(3) 特別職報酬等審議会に関すること。 

(4) 職員の公務災害補償に関すること。 



(5) 公務災害補償等認定委員会に関すること。 

(6) 公務災害補償等審査会に関すること。 

(7) 奈良県市町村職員共済組合に関すること。 

第９条の３から第９条の５までを次のように改める。 

第９条の３ 市民課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

市民係 

(1) 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）による各種届出等の受付並び

に証明書等の作成及び交付に関すること。 

(2) 戸籍法による各種届出等に係る諸台帳の作成及び管理並びに職権に

よる事務処理に関すること。 

(3) 戸籍法による各種届出等に係る統計、報告及び通知に関すること。 

(4) 戸籍法による照会の回答に関すること。 

(5) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による各種届出等の受

理並びに証明書等の作成及び交付に関すること。 

(6) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律（平成１４年法律第１５３号）による電子証明書の発行に関する

こと。 

(7) 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及び個人番号カードの

交付に関すること。 

(8) 所管に係る身分についての証明に関すること。 

(9) 印鑑に関する届け及び申請の受理並びに証明書の作成及び交付に関

すること（地域コミュニティ推進課に係るものを除く｡)。 

(10) 諸台帳の閲覧及び管理に関すること。 

(11) 住居表示の実施に関すること。 

(12) 住居表示の実施に伴う町界の変更及び証明事務に関すること。 



(13) 町の境界に関すること。 

(14) 通称町名に関すること。 

(15) 住居番号の付番及び廃止に関すること。 

(16) 住居実態調査に関すること。 

(17) 住居表示審議会に関すること。 

(18) 市民サービスコーナーの管理及び運営に関すること。 

(19) 在留事務に関すること。 

(20) 相続税法（昭和２５年法律第７３号）第５８条第１項の通知に関す

ること。 

(21) 人口動態及び推計人口に関すること。 

(22) 埋火葬及び市営火葬場の使用許可に関すること。 

(23) 死産届に関すること。 

第９条の４ 人権施策課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

人権施策係 

(1) 人権問題の調査研究及び施策の調整に関すること。 

(2) 人権啓発事業に関すること。 

(3) 人権施策審議会に関すること。 

(4) 人権教育及び人権啓発推進本部に関すること。 

(5) 人権擁護委員に関すること。 

(6) 世界人権宣言に関すること。 

(7) 同和問題の調査、研究及び連絡調整に関すること。 

(8) 男女共同参画審議会に関すること。 

(9) その他男女共同参画に関すること（男女共同参画プラザに係るもの

を除く｡)。 

(10) 人権教育事業の企画及び調整に関すること。 



(11) 人権教育の指導に関すること。 

(12) 生駒市人権教育推進協議会との連絡調整に関すること。 

(13) その他人権教育に関すること。 

(14) 課の庶務に関すること。 

国際化推進係 

(1) 国際化及び国際交流に係る企画及び調整に関すること。 

(2) 多文化共生の推進に係る企画及び調整に関すること。 

第９条の５ 人権文化センターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 人権文化センター事業の企画及び運営に関すること。 

(2) 人権文化センター運営審議会に関すること。 

(3) 人権文化センターの管理及び運営に関すること。 

(4) 小平尾南児童館に関すること。 

第９条の５の次に次の５条を加える。 

第９条の６ 男女共同参画プラザが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画プラザの管理及び運営に関すること。 

(2) 男女共同参画に係る相談に関すること。 

(3) 男女共同参画専門委員に関すること。 

(4) 男女共同参画関係団体の指導育成に関すること。 

(5) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。 

(6) 男女共同参画社会の実現を目指す団体等の交流活動の支援に関する

こと。 

(7) 男女共同参画社会の実現のための講座及び研修会に関すること。 

(8) その他男女共同参画の推進に関すること。 

第９条の７ 財政課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

財政係 



(1) 財政計画に関すること。 

(2) 予算編成及び執行管理に関すること。 

(3) 財政状況の公表に関すること。 

(4) 地方交付税に関すること。 

(5) 市債に関すること。 

(6) 予備費に関すること。 

(7) 基金の処分に関すること。 

(8) 一時借入金その他資金計画に関すること。 

(9) 財政統計及び諸報告に関すること。 

収益確保係 

(1) 収益確保に関すること。 

(2) 寄附の採納に関すること。 

(3) ふるさと納税に関すること。 

(4) 企業版ふるさと納税に関すること。 

(5) 寄附を活用した事業の推進に関すること（他課の所管に係るものを

除く｡)。 

(6) 課の庶務に関すること。 

第９条の８ 契約検査課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

契約係 

(1) 入札参加者の資格審査及び登録に関すること。 

(2) 入札に関すること。 

(3) 契約事務に係る総合調整に関すること。 

(4) 入札監視委員会に関すること。 

(5) 部及び課の庶務に関すること。 

検査係 



(1) 建設工事の検査に関すること。 

(2) 土木積算システムの運用管理に関すること。 

(3) その他建設工事検査に係る調査及び研究に関すること。 

第９条の９ 課税課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

庶務係 

(1) 税務行政の総合企画、連絡調整その他税制の企画研究に関するこ

と。 

(2) 市税の基本的調査及び統計に関すること。 

(3) 市民税及び固定資産に係る証明に関すること。 

(4) 納税証明に関すること。 

(5) 軽自動車の課税資料の調査及び賦課に関すること。 

(6) 軽自動車の標識の交付に関すること。 

(7) 入湯税の課税資料の調査及び賦課に関すること。 

(8) 諸願届の処理に関すること。 

(9) 課の庶務に関すること。 

市民税係 

(1) 個人の市県民税の課税資料の調査及び賦課に関すること。 

(2) 法人等の市民税の課税資料の調査及び賦課に関すること。 

土地係 

(1) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課に

関すること。 

(2) 土地の評価に関すること。 

(3) 土地台帳及び地籍図に関すること。 

(4) 特別土地保有税の課税資料の調査及び賦課に関すること。 

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 



(6) 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）の規定による閲覧に関する

こと。 

家屋係 

(1) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課に

関すること。 

(2) 償却資産に係る固定資産税の課税資料の調査及び賦課に関するこ

と。 

(3) 家屋及び償却資産の評価に関すること。 

(4) 家屋台帳に関すること。 

第９条の１０ 収税課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

庶務係 

(1) 市税（国民健康保険税を除く｡)の決算に関すること。 

(2) 市税（県民税を含む。以下同じ｡)の日計の照合及び収入整理に関す

ること。 

(3) 市税の納付手続に関すること。 

(4) 過誤納金の充当還付に関すること。 

(5) 譲与税譲与金及び県税交付金に関すること。 

(6) 課の庶務に関すること。 

徴収係 

(1) 市税の徴収に関すること。 

(2) 市税の督促及び催告に関すること。 

(3) 市税の不納欠損、執行停止及び徴収猶予に関すること。 

(4) 財産の差押え及び差押財産の換価処分に関すること。 

(5) 財産の交付要求に関すること。 

(6) 市税の未収金の滞納整理及び滞納処分に関すること。 



第１０条地域コミュニティ推進係の項第７号を削り、同条自治振興係の項に

次の１号を加える。 

(4) 課の庶務に関すること。 

第１０条の２の２及び第１０条の２の３を削る。 

第１０条の３公民連携係の項を削り、同条の次に次の３条を加える。 

第１０条の３の２ ＳＤＧｓ推進課公民連携推進室が分掌する事務は、次のと

おりとする。 

連携推進係 

(1) 公民連携の推進に係る企画及び調整に関すること（他課の所管に係

るものを除く｡)。 

(2) 奈良先端科学技術大学院大学との連携に関すること。 

第１０条の３の３ 環境保全課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

事業係 

(1) 一般廃棄物事業の総合計画に関すること。 

(2) 一般廃棄物処理施設の整備計画の企画及び策定に関すること。 

(3) 一般廃棄物処理基本計画及び実施計画の策定に関すること。 

(4) ごみ減量化の促進に関すること。 

(5) 清掃リレーセンターの調整に関すること。 

(6) 一般廃棄物処理の委託に関すること（清掃リレーセンターに係るも

のを除く｡)。 

(7) 一般廃棄物の収集、運搬体制等に関すること。 

(8) 一般廃棄物処理の委託業者の指導監督に関すること。 

(9) 一般廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。 

(10) 一般廃棄物の再生利用指定に関すること。 

(11) 一般廃棄物の処理手数料に関すること（清掃リレーセンターに係る



ものを除く｡)。 

(12) 一般廃棄物事業の資料収集及び調査研究に関すること。 

(13) 一般廃棄物処理事業の協力団体の育成指導に関すること。 

(14) 資源回収の実施団体の育成指導に関すること。 

(15) 清掃思想の普及向上に関すること。 

(16) し尿くみ取り申請の受付に関すること。 

(17) 課の庶務に関すること。 

施設係 

(1) 清掃センター及びエコパーク２１に関すること。 

(2) ごみの焼却処理に関すること。 

(3) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。 

保全係 

(1) 自然環境及び生物の多様性の保全に係る企画調整に関すること。 

(2) 公害防止対策の調査研究及び指導並びに普及啓発に関すること。 

(3) 公害の調査及び測定並びに各部門との連絡調整に関すること。 

(4) 竜田川流域生活排水対策連絡協議会に関すること。 

(5) 環境保全に関する協定書の締結に関すること。 

(6) 環境美化の推進に関すること。 

(7) 屋外広告物の簡易除去に関すること。 

(8) 墓地等の経営の許可等に関すること。 

(9) 市営火葬場に関すること。 

(10) 埋火葬の許可に関すること（市民課の届出に係るものを除く｡)。 

(11) 防犯灯及び街路灯に関すること。 

(12) 愛がん動物の適正管理に関すること。 

(13) 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）による犬の登録等に関



すること。 

(14) 犬、猫等の死体処理及び手数料に関すること。 

(15) そ族、昆虫等の駆除の指導に関すること。 

(16) 学研高山地区環境保全対策委員会に関すること。 

第１０条の３の４ 清掃リレーセンターが分掌する事務は、次のとおりとす

る。 

(1) 所管に係るごみの処理に関すること。 

(2) ごみの処理手数料に関すること（環境保全課事業係に係るものを除

く｡)。 

(3) 清掃リレーセンターの管理及び運営に関すること。 

第１１条から第１９条までを次のように改める。 

第１１条から第１９条まで 削除 

第２０条福祉政策係の項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項

第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同項第７号中「災害時要援護者避

難支援事業」を「避難行動要支援者避難支援事業」に改め、同号を同項第６号

とし、同項第８号から第１０号までを１号ずつ繰り上げる。 

第２１条障がい福祉係の項第４号を次のように改める。 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）による更生医療、育成医療及び精神通院医療に係

る自立支援医療費の支給認定、支給等に関すること。 

第２７条を次のように改める。 

第２７条 健康課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

管理係 

(1) 健康施策の調査及び研究に関すること。 

(2) 休日夜間応急診療に関すること。 



(3) セラビーいこまの維持管理及び運営に関すること。 

(4) 感染症対策に関すること。 

(5) 一般財団法人生駒メディカルセンターとの連絡調整に関すること。 

(6) 献血の推進に関すること。 

(7) 課の庶務に関すること。 

母子保健係 

(1) 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２２条第１項各号に掲

げる事業に関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(2) 母子保健法による乳幼児健康診査その他の母子保健に関すること。 

(3) 食育の推進に関すること。 

(4) 庁内リーダー保健師等連絡会議に関すること。 

(5) その他保健予防及び保健指導に関すること（成人保健係の所管に係

るものを除く｡)。 

予防接種係 

(1) 疾病予防に関すること。 

(2) 予防接種に関すること。 

(3) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。 

成人保健係 

(1) 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による健康増進事業に関

すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(2) 市民の健康増進に関すること（母子保健係の所管に係るものを除

く｡)。 

(3) 健康増進計画及び自殺対策計画に関すること。 

(4) 精神保健に関すること。 

(5) その他成人の保健予防及び保健指導に関すること。 



第２７条の次に次の２条を加える。 

第２７条の２ こども政策課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

政策係 

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(2) 子ども・子育て会議に関すること。 

(3) 少子化対策に関すること。 

(4) 子育て支援に関する企画、調査及び連絡調整に関すること。 

(5) こども家庭センターの運営及び調整に関すること。 

第２７条の３ 子育て支援総合センターが分掌する事務は、次のとおりとす

る。 

子育て支援係 

(1) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 

(2) ファミリー・サポート事業に関すること。 

(3) その他子育て支援に関すること。 

(4) 子育て支援総合センターの管理及び運営に関すること。 

こどもサポート係 

(1) 家庭児童相談室に関すること。 

(2) 養育支援訪問事業に関すること。 

(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 

(4) 子育て短期支援事業に関すること。 

(5) その他児童虐待防止に関すること。 

第２８条病院事業推進係の項第４号中「課」を「部及び課」に改める。 

第３２条交通対策係の項第３号中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共

交通計画」に改める。 

第３４条から第３６条の４までを次のように改める。 



第３４条 みどり公園課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

公園係 

(1) 都市公園等の維持管理に関すること。 

(2) 街路樹の維持管理に関すること。 

(3) 都市公園等の計画及び整備に関すること。 

(4) 公園等の使用又は占用の許可に関すること。 

(5) 課の庶務に関すること。 

みどり活用係 

(1) 都市公園等の利活用に関すること。 

(2) 緑の基本計画の推進に関すること。 

(3) 緑の保全と緑化の推進に関すること（他課の所管に係るものを除

く｡)。 

(4) みどりの基金に関すること。 

第３５条 花のまちづくりセンターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 花と緑と自然の市民まちづくりの推進に関すること（他課の所管に

係るものを除く｡)。 

(2) 花のまちづくりセンター事業の企画及び運営に関すること。 

(3) 花のまちづくりセンターの管理及び運営に関すること。 

(4) 緑化技術の向上及び普及啓発に関すること。 

第３６条 都市づくり推進課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

都市計画係 

(1) 都市計画の総合的な企画及び調整に関すること。 

(2) 都市計画審議会に関すること。 

(3) 区域区分、地域地区等土地利用に係る都市計画の決定に関するこ

と。 



(4) 地区計画に関すること。 

(5) 風致地区に関すること。 

(6) 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）に関すること。 

(7) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理

事業に関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(8) 景観法（平成１６年法律第１１０号）による景観施策に関するこ

と。 

(9) 景観審議会に関すること。 

(10) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）に関

すること。 

(11) 国土利用計画法による副申及び具申に関すること。 

(12) 屋外広告物施策の企画、立案及び調査に関すること。 

(13) 屋外広告物の許可事務に関すること。 

(14) 奈良生駒高速鉄道株式会社との連絡調整に関すること。 

(15) 都市計画図の作成及び販売に関すること。 

(16) 部及び課の庶務に関すること。 

第３６条の２ 都市づくり推進課拠点形成室が分掌する事務は、次のとおりと

する。 

拠点形成係 

(1) 都市拠点及び地域拠点の形成に係る施策の企画及び調整に関するこ

と（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(2) 都市拠点及び地域拠点の形成に係る事業の推進に関すること（他課

の所管に係るものを除く｡)。 

(3) 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）による市街地再開発事業

に関すること。 



第３６条の３ 学研推進課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

計画調整係 

(1) 関西文化学術研究都市高山地区の計画に関すること。 

(2) 関西文化学術研究都市に係る関係機関及び関係団体との連携に関す 

ること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(3) 関西文化学術研究都市の形成に係る施策の企画及び調整に関するこ

と。 

(4) 課の庶務に関すること。 

事業推進係 

(1) 関西文化学術研究都市高山地区の事業施行に関すること。 

(2) 学研北生駒駅北地区の事業施行に関すること。 

第３６条の４ 住宅課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

住宅政策係 

(1) 住宅政策の企画、調査及び推進に関すること（他課の所管に係るも

のを除く｡)。 

(2) 空き家施策の企画、調査及び推進に関すること（他課の所管に係る

ものを除く｡)。 

(3) マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号）に関すること。 

住宅管理係 

(1) 公営住宅等に関すること（公営住宅等の保全計画及び保全計画に基

づく建築物及び附帯施設の保全工事に関することを除く｡)。 

(2) 課の庶務に関すること。 

第３６条の４の次に次の２条を加える。 

第３６条の５ 施設マネジメント課が分掌する事務は、次のとおりとする。 



営繕係 

(1) 建築物及び附帯施設の建設及び整備工事に関すること。 

(2) 建築物及び附帯施設の修繕工事に関すること。 

(3) 被災建築物及び附帯施設の調査及び報告に関すること。 

保全係 

(1) 建築物及び附帯施設の定期点検に関すること。 

(2) 建築物及び附帯施設の保全計画に関すること。 

(3) 保全計画に基づく建築物及び附帯施設の保全工事に関すること。 

(4) 課の庶務に関すること。 

第３６条の６ 施設マネジメント課ファシリティマネジメント推進室が分掌す

る事務は、次のとおりとする。 

ファシリティマネジメント推進係 

(1) ファシリティマネジメントに係る企画、調整及び推進に関するこ

と。 

第３７条建築指導係の項第１１号を削り、同項第１２号を同項第１１号と

し、同条建築審査係の項第７号を削り、同項第８号を同項第７号とし、同項第

９号中「空き家等適正管理委員会」を「空き家の適正管理」に改め、同号を同

項第８号とする。 

第３８条から第４０条までを次のように改める。 

第３８条 下水道課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

管理係 

(1) 汚水処理施設の基本計画に関すること。 

(2) 公共下水道及び都市下水路の基本計画、計画決定及び事業計画に関

すること。 

(3) 公共下水道受益者負担金に関すること。 



(4) 下水道使用料その他の収入金に関すること。 

(5) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。 

(6) 下水道補助事業の申請に関すること。 

(7) 公共下水道供用開始の公示に関すること。 

(8) 下水道関係団体との連絡に関すること。 

(9) 流域下水道との調整に関すること。 

(10) 奈良県事務処理の特例に関する条例（平成１２年奈良県条例第３４

号）の規定により本市が処理することとされた浄化槽法（昭和５８年法

律第４３号）に基づく浄化槽の設置、変更及び廃止の届出の受理等に関

すること。 

(11) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。 

(12) 課の庶務に関すること。 

施設係 

(1) 公共下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。 

(2) 維持管理用資材及び機器類の検収及び管理に関すること。 

(3) 下水道台帳の管理及び整備に関すること。 

(4) 公共下水道管理者及び都市下水路管理者以外の者が行う下水道設備

（都市計画法による開発行為を含む｡)の審査及び指導に関すること。 

(5) 排水設備工事の確認申請及びしゅん工検査に関すること。 

(6) 排水設備の普及指導に関すること。 

(7) 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。 

(8) 除害施設の指導に関すること。 

(9) 地下埋設物事前協議に関すること。 

工務係 

(1) 公共下水道の普及促進に関すること。 



(2) 公共下水道及び都市下水路の工事の設計、施工及び監督に関するこ

と。 

(3) 公共下水道及び都市下水路の工事に伴う用地の境界明示その他出願

に関すること。 

(4) 公共下水道及び都市下水路の工事資材及び機器類の検収及び管理に

関すること。 

(5) 公共下水道及び都市下水路の災害復旧に関すること。 

(6) 処理場の設計、施工及び監督に関すること。 

(7) 私道内公共下水道枝管工事に関すること。 

第３９条 竜田川浄化センターが分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の維持

管理及び運営に関すること。 

(2) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の水

質、臭気及び汚泥の検査に関すること。 

(3) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の更新

計画に関すること。 

第４０条 デジタルイノベーション推進課が分掌する事務は、次のとおりとす

る。 

推進係 

(1) スマートシティに係る企画、調整及び推進に関すること。 

(2) 情報技術の活用による市民サービス向上に係る企画、調整及び推進

に関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(3) デジタル・トランスフォーメーションに係る企画、調整及び推進に

関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

(4) 情報システム（他課の所管に係るものに限る｡)の導入に係る助言、



指導及び支援に関すること。 

(5) 官民データの活用推進に関すること。 

(6) 社会保障・税番号制度の企画及び推進に関すること（他課の所管に

係るものを除く｡)。 

(7) 情報セキュリティポリシーに関すること。 

第４１条及び第４１条の２を削り、第４１条の３を第４１条とし、第４１条

の４を第４１条の２とする。 

第４２条第１項中「（公室にあっては公室長。以下同じ｡)」を削る。 

第４４条の２第１項中「部に」を削り、同条第２項中「部」を「所管」に改

める。 

第４７条第１項中「市民活動推進センター、人権文化センター、男女共同参

画プラザ」を「人権文化センター、男女共同参画プラザ、市民活動推進センタ

ー」に改め、「清掃リレーセンター」の次に「、子育て支援総合センター」を

加える。 

 （生駒市行政経営会議規則の一部改正） 

第２条 生駒市行政経営会議規則（平成２５年５月生駒市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。 

第３条中「、公室長」を削る。 

第９条中「市長公室」を「経営企画部」に改める。 

 （生駒市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正） 

第３条 生駒市長の職務を代理する職員を定める規則（昭和３９年４月生駒市規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「市長公室長」を「経営企画部長」に改める。 

 （生駒市公印規則の一部改正） 

第４条 生駒市公印規則（平成９年３月生駒市規則第９号）の一部を次のように



改正する。 

  別表の一般公印の表中 

5 市長公

室印 

てん書 縦横 21mm  市 長 公 室

長 名 で 発

する文書 

 

企画政

策課長 

                                    

5 経営企

画部長

印 

てん書 縦横 21mm  経 営 企 画

部 長 名 で

発 す る 文

書 

 

企画政

策課長 

 

7 地域活

力創生

部長印 

てん書 縦横 21mm  地 域 活 力

創 生 部 長

名 で 発 す

る文書 

 

ＳＤＧ

ｓ推進

課長 

8 市民部

長印 

てん書 縦横 21mm  市 民 部 長

名 で 発 す

る文書 

市民課

長 

9 福祉健

康部長

印 

てん書 縦横 21mm  福 祉 健 康

部 長 名 で

発 す る 文

書 

福祉政

策課長 

10 削除 

 

7 財務部

長印 

てん書 縦横 21mm  財 務 部 長

名 で 発 す

る文書 

契約検

査課長 

生 駒 市 

市長公室

長 之 印 

生 駒 市 

経営企画

部長之印 

「 

」 

を 

に、 

「 

」 

 生 駒 市 

市 民 部 

長 之 印 

生 駒 市 

福 祉 健 康 

部長之印 

「 

」 

を 

生 駒 市 

財 務 部 

長 之 印 

生駒市地 

域活力創生 

部長之印 

「 



8 地域活

力創生

部長印 

てん書 縦横 21mm  地 域 活 力

創 生 部 長

名 で 発 す

る文書 

ＳＤＧ

ｓ推進

課長 

9 福祉部

長印 

てん書 縦横 21mm  福 祉 部 長

名 で 発 す

る文書 

福祉政

策課長 

10 子育て

健康部

長印 

てん書 縦横 21mm  子 育 て 健

康 部 長 名

で 発 す る

文書 

地域医

療課長 

改める。 

（生駒市法令遵守推進条例施行規則の一部改正） 

第５条 生駒市法令遵守推進条例施行規則（平成１９年１０月生駒市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「公室長若しくは」を削る。 

第１５条第３項中「公室長及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

（生駒市職員の職の設置に関する規則の一部改正） 

第６条 生駒市職員の職の設置に関する規則（昭和５６年７月生駒市規則第７号

）の一部を次のように改正する。 

第３条の表中「、公室長」を削る。 

 （給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第７条 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

第５条の５第１項の表の１の項中「、公室長」を削り、同表の３の項中「、

子育て支援総合センターの所長」を削り、同表の４の項中「清掃リレーセンタ

 生駒市地 

域活力創生 

部長之印 

生 駒 市 

福 祉 部 

長 之 印 

生駒市子 

育て健康 

部長之印 

「 

」 

に 



ーの所長」の次に「、子育て支援総合センターの所長」を加え、同表の６の項

中「デジタル推進課の室長」を「総務課の室長、ＳＤＧｓ推進課の室長」に、

「都市計画課の室長、拠点形成課の室長」を「都市づくり推進課の室長、施設

マネジメント課の室長」に、「市民活動推進センターの所長、人権文化センタ

ーの所長、男女共同参画プラザの所長」を「人権文化センターの所長、男女共

同参画プラザの所長、市民活動推進センターの所長」に改め、「清掃リレーセ

ンターの所長」の次に「、子育て支援総合センターの所長」を、「学校給食セ

ンターの所長」の次に「、幼保こども園課の室長」を加え、「、子育て支援総

合センターの副所長、こどもサポートセンターの所長」を削り、同条に次の１

項を加える。 

５ 第１項の規定にかかわらず、人事異動により職務の級（条例別表第２の職

務の級別基準職務表に掲げる職務の級をいう。以下同じ｡)を異にしない異動

をした職員のうち、当該異動によって当該異動前の支給額よりも低い額の管

理職手当が支給されることとなる職員については、当該職員が同一の職務の

級にある間は、同項の表の職欄に掲げる当該異動前の職に対応する同表の支

給額欄に定める額を管理職手当として支給するものとする。 

（生駒市予算規則の一部改正） 

第８条 生駒市予算規則（昭和４０年１月生駒市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１号中「公室長､」を削る。 

（生駒市会計規則の一部改正） 

第９条 生駒市会計規則（昭和４８年３月生駒市規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１号中「、市民活動推進センター所長」を削り、「男女共同参画プ

ラザ所長」の次に「、市民活動推進センター所長」を、「清掃リレーセンター



所長」の次に「、子育て支援総合センター所長」を加え、「、子育て支援総合

センター所長、子育て支援総合センター副所長、こどもサポートセンター所長

」を削る。 

別表第１中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

情 報 シ ス テ ム 管

理室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

人事課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

人事課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

総務課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

を 

「 

」 

に、 

契約検査課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

行政経営課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

財政課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

を 

市民課長 所管に係る使用料及び手数料の

収納 

所管係長 

市民サー ビス

コーナー に勤

務する職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

人権施策課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

人 権 文 化 セ ン タ

ー所長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

男 女 共 同 参 画 プ

ラザ所長 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

財政課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

契約検査課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

課税課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

収税課長 所管に係る徴収金の収納 所属係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

に、 

」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、同表市民課長の部、課税課長の部、収税課長の部、人権施策課長の部、人

権文化センター所長の部、男女共同参画プラザ所長の部、環境保全課長の部及

び清掃リレーセンター所長の部を削り、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デ ジ タ ル 推 進 課

長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

ス マ ー ト シ テ ィ

推進室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 課

長 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

を 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 課

長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 課

公 民 連 携 推 進 室

長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

環境保全課長 所管に係る徴収金の収納 所属係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

清 掃 リ レ ー セ ン

ター所長 

所管に係る徴収金の収納 所属係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

に改 

健康課長 所管に係る徴収金の収納 所管係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

こども政策課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

子 育 て 支 援 総 合

センター所長 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

」 

健康課長 所管に係る徴収金の収納 所管係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 
を 

「 

」 

に、 

「 

営繕課 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

都市計画課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

都 市 計 画 課 住 宅

政策室長 

所管に係る徴収金の収納 所属係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

拠点形成課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

拠 点 形 成 課 学 研

推進室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

を 

「 

」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、同表みどり公園課長の部及び花のまちづくりセンター所長の部を削り、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどり公園課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

花 の ま ち づ く り

センター所長 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

都 市 づ く り 推 進

課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

都 市 づ く り 推 進

課拠点形成課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

学研推進課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

住宅課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

施 設 マ ネ ジ メ ン

ト課長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

施 設 マ ネ ジ メ ン

ト 課 フ ァ シ リ テ

ィ マ ネ ジ メ ン ト

室長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

に改 

こども総務課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

子 育 て 支 援 総 合

センター所長 

所管に係る徴収金の収納 所属職員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

こ ど も サ ポ ー ト

センター所長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

を 

幼 保 こ ど も 園 課

こ ど も 園 準 備 室

長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

児童総務課長 所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 

に改 

下水道課長 所管に係る徴収金の収納 所管係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

」 
を 

下水道課長 所管に係る徴収金の収納 所管係員 

所管に係る物品の出納保管 ― 

デ ジ タ ル イ ノ ベ

ー シ ョ ン 推 進 課

長 

所管に係る徴収金の収納 所管係長 

所管に係る物品の出納保管 ― 

「 

に、 

」 



める。 

（生駒市教育委員会に対する補助執行規則の一部改正） 

第１０条 生駒市教育委員会に対する補助執行規則（平成２８年３月生駒市規則

第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第４号から第６号までを削り、第７号を第４号とし、第８号から第

１１号までを３号ずつ繰り上げ、同条第１２号中「福祉健康部」を「福祉部及

び子育て健康部」に改め、同号を同条第９号とし、同条第１３号から第２２号

までを３号ずつ繰り上げ、同条第２３号から第３４号までを削り、同条第３５

号を同条第２０号とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（生駒市こどもサポートセンター規則の廃止） 

２ 生駒市こどもサポートセンター規則（平成１７年３月生駒市規則第１０号）

は、廃止する。 


